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免
除
申
請

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
免
除
要
件
に

よ
り
全
額
免
除
・
半
額
免
除
・
４
分

の
１
免
除
・
４
分
の
３
免
除
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
す
る
方
は
、
７
月
か
ら
申
請

が
で
き
ま
す
。

　
免
除
申
請
期
間
は
、
７
月
か
ら
翌

年
の
７
月
ま
で
の
間
は
い
つ
で
も
で

き
ま
す
が
、
受
付
期
間
が
長
い
分
申

請
忘
れ
も
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
で

き
る
だ
け
早
く
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
若
年
者
（
30
歳
未
満
）
を

対
象
と
し
て
、
本
人
と
配
偶
者
の
所

得
で
猶
予
の
判
断
を
す
る
「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」
、
大
学
生
・
専
門

学
校
生
な
ど
の
学
生
を
対
象
と
す
る

「
学
生
納
付
特
例
」
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
猶
予
で
す
の
で
免
除
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
一
部
納
付
す
る
場
合
は
、
次
の
保

険
料
額
（
月
額
）
の
納
付
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

※��

未
納
の
場
合
一
部
免
除
が
無
効
に

な
り
ま
す
。

・
４
分
の
３
免
除
　
３
，
６
７
０
円

・
２
分
の
１
免
除
　
７
，
３
３
０
円

・
４
分
の
１
免
除
　
１
万
１
，
０
０

　
０
円

対
象
と
な
る
方

①
所
得
の
少
な
い
方

②�

失
業
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
た
と
き

（
離
職
票
な
ど
の
写
し
が
必
要
）

③�

事
業
の
休
止
ま
た
は
廃
止
に
よ
り
離

職
者
支
援
資
金
貸
付
制
度
に
よ
る
貸

付
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
（
貸
付

決
定
通
知
書
の
写
し
が
必
要
）

免�

除
期
間
の
取
り
扱
い
　
保
険
料
が

未
納
に
な
っ
て
い
る
と
、
そ
の
未

納
と
な
っ
て
い
る
期
間
は
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。
免
除
を
受
け
る
と
、
全

額
免
除
は
免
除
を
受
け
た
期
間
の

３
分
の
１
、
４
分
の
３
免
除
は
２

分
の
１
、
半
額
免
除
は
３
分
の
２
、

４
分
の
１
免
除
は
６
分
の
５
が
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
と
し
て
反

映
さ
れ
ま
す
。

※�

こ
の
割
合
は
、
変
更
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

そ�

の
他
　
免
除
期
間
中
の
納
付
免
除

を
受
け
た
分
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
２
年
を

経
過
し
た
分
の
保
険
料
は
当
時
の

保
険
料
に
加
算
額
を
上
乗
せ
し
た

額
が
追
納
額
に
な
り
ま
す
。

申�

請
免
除
に
必
要
な
も
の
　
年
金
手

帳
、
印
鑑

※�

平
成
21
年
１
月
２
日
以
降
高
浜
市

に
転
入
し
た
方
は
、
申
請
者
と
そ

の
配
偶
者
お
よ
び
そ
の
世
帯
の
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
平
成
20
年
分
所

得
（
課
税
）
証
明
書
（
所
得
額
・

控
除
額
の
わ
か
る
も
の
）
が
必
要

で
す
。

※�

今
年
度
・
前
年
度
の
失
業
に
よ
り

申
請
す
る
場
合
は
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
・
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
な
ど
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

　
市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　�

☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
216
・
261
）

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
よ
る

資
源
ご
み
分
別
勉
強
会

参
加
者
募
集

　
高
浜
市
に
住
む
外
国
籍
の
方
は
、

市
内
人
口
の
約
６
％
で
、
文
化
や
言

葉
の
違
い
に
よ
り
地
域
の
分
別
収
集

拠
点
で
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。

　
転
入
手
続
き
の
際
に
ご
み
の
分
別

方
法
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
よ
り
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

た
め
に
高
浜
エ
コ
ハ
ウ
ス
で
外
国
籍

の
方
の
約
７
割
を
占
め
る
ブ
ラ
ジ
ル

国
籍
の
公
用
語
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
）

で
資
源
ご
み
分
別
勉
強
会
を
開
催
し

ま
す
。

と�

き
　
７
月
12
日
㈰
　
午
前
９
時
30

分
～
10
時
30
分

と
こ
ろ
　
高
浜
エ
コ
ハ
ウ
ス

対�

象
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
通
じ
る
方

定
員
　
30
人
程
度

参
加
費
　
無
料

受
付
時
間
　
午
前
８
時
45
分
～

申�

込
方
法
　
７
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
電
話

で
通
訳
を
指
名
し
、
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
265
）

募
集

※欠格期間の上限も5年から10年に引き上げ
注）�欠格期間とは、免許を取り消された場合の再度免許を受けることのできない期間

問合せ先　碧南警察署交通課　☎46-0110

旧 新
酒酔い運転 25点 35点免許取り消し

（欠格期間3年）
酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度　
0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ
未満

６点 13点免許停止
（90日）

酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度
0.25mg/ℓ以上

13点 25点
（欠格期間2年）

!!!!!!!!!飲酒運転の根絶
６月１日から
飲酒運転に対する行政処分が大幅強化

11 広報たかはま　H21.7.1


